
11 2023.03 10

※祝日・振替休日は実施しません。市外局番は072です。相談内容や時間、
定員など詳しくは予約・問い合わせ欄に記載の担当に問い合わせて下さい。

相談名 日程・場所 予約・問い合わせなど

弁護士法律相談
（同内容の相談は
1回限り）

１・８・15・22日・
4月５日㈬
生活相談課

生活相談課☎（740）1333
相談日の原則１週間前か
ら電話予約（先着順）

12・26 日・
４月 9日㈰
アステ市民プ

ラザ

生活相談課☎（740）1333
相談日の９日前の金曜日
から電話予約（先着順）

  司法書士法律相談 28 日㈫
生活相談課

生活相談課☎（740）1333
相談日の原則１週間前か
ら電話予約（先着順）

家事相談 ９・23日㈭
生活相談課

税の相談 16日㈭
生活相談課

行政書士相談
14日・

4月 4日㈫
生活相談課

特設行政相談
６日㈪

東谷公民館 生活相談課☎（740）1333
当日会場へ16 日㈭

生活相談課

消費生活・
多重債務相談

月～金曜日
消費生活セン

ター

消費生活センター
☎（740）1167（16：00 ま
で）電話相談可

年金相談

月～金曜日
医療助成・年金課

医療助成・年金課
☎（740）1171

22 日㈬
アステ市民プ

ラザ
尼崎年金事務所
☎ 06（6482）4414電話予約

犯罪被害者相談 13・27 日㈪
生活相談課

犯罪被害者等ホット
ライン☎ （740）2050
相談日の前週㈬までに電話予約

空き家相談 ４月６日㈭
住宅政策課

住宅政策課☎（740）1205
３月 31 日㈮までに予約

市民活動・NPO・
起業サポート相談

火曜日
パレットかわ

にし
市民活動センター　　
☎（759）1826　要予約

相談名 日程・場所 予約・問い合わせなど

社協福祉
総合相談

月～金曜日
キセラ川西
プラザ１階

社会福祉協議会　
☎（759）5202

心配ごと相談
月・木曜日
キセラ川西
プラザ１階

社会福祉協議会
☎（759）8611（13：30 ～
16：00）

成年後見
専門相談

15 日㈬
キセラ川西
プラザ１階

成年後見支援センター
☎ （764）6110
10 日㈮までに予約

心の相談 17 日㈮
市医師会医療会館

障害福祉課
☎（740）1178　要予約

知的障がい児（者）
のための相談

９日㈭
キセラ川西
プラザ１階

手をつなぐ育成会
☎（786）9244
７日㈫までに予約

精神障がい者の
家族のための相談

22 日㈬
キセラ川西
プラザ１階

むぎのめ家族会
☎ 070（8427）5147
電話相談可　要予約

障がい当事者との
ピアカウンセリング

予約制
キセラ川西
プラザ１階

市障がい者基幹相談支援
センター  ☎（758）6228

認知症高齢者
電話医療相談

月～金曜日
電話相談のみ

市医師会事務局
☎（759）6950

介護サービス
相談

14・28 日㈫
キセラ川西
プラザ１階

面談と電話相談
☎ （759）8611（13：30～15：30）
介護保険課☎ （740）1148

生活困窮者
自立相談

月～金曜日
地域福祉課

くらしとしごとの応援カウ
ンター  ☎（740）1189要予約

福祉相談

相談名 日程・場所 予約・問い合わせなど

特設人権相談 17 日㈮
人権推進課相談室

人権推進課
☎（740）1150　予約優先

女性のための
相談

火～木曜日
パレットかわにし

男女共同参画センター
☎（759）1856
要予約。電話相談可

月・金曜日
電話相談のみ

男女共同参画センター
☎（759）1857（10：00 ～
12：00）

DV 相談 月～金曜日 配偶者暴力相談支援
センター ☎（758）0708

セクシュアル・
マイノリティ相談

23 日㈭
総合センター

総合センター
☎（758）8398

生活人権相談 月～金曜日
総合センター

総合センター
☎（758）8398 電話相談可

人権相談

相談名 日程・場所 予約・問い合わせなど

労働相談 ８・22 日㈬
産業振興課

産業振興課
☎（740）1162　要予約

キャリア・
カウンセリング

６・13・
20・27 日㈪
パレットかわにし

産業振興課
☎（740）1162　要予約

職業相談 月～金曜日
パレットかわにし

川西しごと・サポートセ
ンター ☎ （757）6380

若者キャリア
サポート

月～金曜日
（内容で曜日指定）
パレットかわにし

若者キャリアサポート
川西  ☎ 06（6210）5955
要予約

労働相談

相談名 日程・場所 予約・問い合わせなど

子育ての
悩み相談

月～金曜日
キセラ川西
プラザ３階

こども・若者ステーション
☎（740）1248 電話相談可

月～日曜日
（第３金曜日は
除く）アステ
市民プラザ

子育て支援ルーム
☎（740）1125（10：00 ～
16：00）電話相談可

月～金曜日
萩原壱番館２階

子育て支援拠点 TSUNAGARI 
☎（759）9000電話相談可

こども悩みの
電話相談

月～金曜日
キセラ川西
プラザ２階

こども若者相談センター
☎（758）7830

子どもの
人権相談

月～金曜日
子どもの人権オ
ンブズパーソン
事務局相談室

子どもの人権オンブズパ
ーソン☎ 0120（197）505
（10：00 ～ 18：00）
電話相談可

子どもの育児・
発達相談

月～金曜日
川西さくら園

川西さくら園☎（755）1772
電話相談可。来園は要予約

教育相談
月～金曜日
キセラ川西
プラザ２階

こども若者相談センター
☎（757）8080面接は要予約

児童虐待
などの相談

月～金曜日
キセラ川西
プラザ２階

こども若者相談センター
☎（740）1152

県川西こども家庭
センター☎（756）6633
児童虐待防止 24 時間
ホットライン   ☎ （759）7799 

月～金曜日
キセラ川西
プラザ３階

子ども・若者
総合相談

予約制
キセラ川西
プラザ２階

こども若者相談センター
☎（758）5044　要予約

すくすく
乳幼児相談

24 日㈮
保健センター

保健センター☎（758）4721
要予約。３日㈮から受け付け

子ども相談

　川西は三ツ矢サイダー発祥の地です。明治 14 年、
平野地区に湧き出ていた平野鉱泉が飲料用に適して
いることが発見されました。
　この天然の鉱泉を明治 17 年、瓶詰めして発売した
のが三ツ矢サイダーの始まりです。
　３月 28 日の「三ツ矢の日」にちなんで、
午前 10 時から市役所南広場（雨天時は１
階の市民ギャラリー）で三ツ矢サイダー
250㍉㍑缶 900 本（１人 1 本）を無料
で配布します。

　先着順で、なくなり
次第終了です。
　詳しくは市ホーム
ページへ。

相談の案内３

３月28日㈫に市役所南玄関で限定 900 本

三ツ矢サイダーを配布
文化・観光・スポーツ課問い合わせ 072（740）1161

専門相談

　公共施設の予約システムが新しくなります。総合セ
ンターと市民活動センター、男女共同参画センターが
加わり、空き状況の確認やオンライン予約が可能に。
　なお、オンライン予約（一部対象外の
施設があります）には、事前登録が必要
です。詳しくは市ホームページへ。

文化・観光・スポーツ課問い合わせ 072（740）1161

社会体育施設と東久代運動公園の専用利用

各公民館とコミュニティセンター

　４月利用分は旧システムで受け付け。新システム
での抽選申し込みは、５月利用分からです。なお、
すでに登録している人も、再登録が必要です。

　システム更新のため、３月22日㈬～31日㈮は現行シス
テムで予約できません。登録グループは再登録不要です。
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Q Q
通学距離やそれぞれの事情に合わせて区域外の学校
へ変更することができるよう基準を広げました。

舗装修繕計画に基づいて、損傷が激しい道路から優
先して補修を行っています。

市民のギモンに答えるインスタライブ「おしえてコッシ―」vol. ３を２月９日に実施。寄せられた
ギモンの中から二つ紹介します。また、３月に配信予定のインスタライブの情報もお知らせします。

A A

かわにしのイマQ&A

　市公式 Instagramでインスタライブを行います。市長と
参加者がオンラインでつながり、投稿してもらった疑問に
その場で答えていきます。ぜひ参加してください。

インスタライブで話そう！

問い合わせ  広報広聴課  ☎  0 72（740）1104

問い合わせ 　就学・給食課 　☎  072（740）1256 問い合わせ 　道路整備課　 ☎  072（740）1188

インスタアカウント@city_kawanishi

アカウント▼３月９日
午後８時 
―８時半

Vol.４

　４月１日から、就学校変更および区域外就学制度を拡充し
ます。例えば、市内の隣接する校区へ転居する場合でも、元々
通っていた学校に継続して通うことができます。
　その他の新しい基準など詳しくは市ホームペー
ジに掲載しています。校区外の就学を希望する場
合は就学・給食課へ相談してください。

　３年度に「舗装修繕計画」を策定。道幅が広く、交通量の
多い道の舗装状態を主に調査しました。その結果をもとに、
優先順位を付けて補修を行っています。
　一方で、道幅の狭い生活道路などは計画的な補
修が困難なため、現地の損傷状況などに応じて、
補修が必要な場合は適宜対応しています。

小・中学校の区域外就学制度拡充の通知が学校から

来ました。詳しく知りたいです。

北部から中部にかけて、主要道路のヒビ割れが多い

ので舗装を検討してほしい。

４１
から 予約システムが新しく

社会体育施設や公民館などの公共施設


